
一般社団法人 東京都トラック協会会長　殿

関 東 運 輸 局 自動車技術安全部長

関 自 保 第 ３ ５ ９ 号

標記ついて、物流・自動車局安全政策課長から別添（令和８年２月２０日付け、国
自安第１９３号の２）のとおり通達があったので了知されるとともに、貴会会員に対
し周知をお願いします。

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ４ 日

（ 公 印 省 略 ）

高速道路本線上に設置された乗合バス停留所への駐停車について
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（参 考） 

 

道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）（抄） 

（停車及び駐車の禁止） 

第七十五条の八 自動車（これにより牽けん引されるための構造及び装置を有す

る車両を含む。以下この条において同じ。）は、高速自動車国道等において

は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時

停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号

のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。 

一 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。 

 二 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合にお

いて、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は

駐車するとき。 

三 乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のた

め停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。 

四 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。 


